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回 覧 
 

No.59 

令和 5 年 9 月 15 日発行 

9/1は防災の日 

9/1 は防災の日。皆さまはどのように過ごされましたか？ 

各地域で実施された防災訓練に参加されたかたも多くいらっしゃるかと思います。 

滑川社協は、役場で実施された町の防災訓練に参加し、災害ボランティアセンター設置訓練をしました。

「備えあれば患いなし」ということわざもありますが、ご家庭で備えてある防災グッズの準備や点検を

したり、もしもの際の避難場所を確認したりしておくと、いざという時に安心ですね！ 

もし、町外や他県で設置された「災害ボランティアセンター」へボランティアと
して支援に行く場合は、必ず事前に、最寄りの社協でボランティア保険への加入
をお願いしています。災害復旧で尽力している被災地の負担を少しでも軽減させ
るため、ご理解とご協力をお願いします。 

災害ボランティアセンターの設置 
 

赤十字奉仕団の炊き出し訓練 
 

滑川町地域防災訓練では、滑川町赤十字奉仕団の炊き出し訓練も

実施されました。手際よくテキパキと作業がすすめられ、滑川町 

役場駐車場で炊きだしたたくさんのおにぎりは、避難訓練参加者に配られました。ご協力いただき、

ありがとうございました！！ 

もしも大きな災害がおき、個々には困難なお手伝いが必要に

なった場合、必要に応じて、社協では災害ボランティアセン 

ターを設置します。そこでは、ニーズの把握をし、ボランティアさんを受け

入れたり、派遣したりして、復興の支援をしていきます。 

災害ボランティアセンター
設置訓練の様子 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤い羽根共同募金

って？？ 

町内の小学校に入学される
児童の皆さんに、学校で使
う引き出しを 
差し上げて 
います。 6 年生まで学校で使う 

引き出し 

社協会員を対象に、
新生児～１歳未満の
赤ちゃんが使用でき
るカーシートを 
貸出ししています。 

高齢で独居の方を対象に、
心身の健康及び生活意欲の
向上と親睦を図っていただ
くため日帰り保養事業を実
施しています。 

この他にも、様々な地域福祉事業で活用させて
いただいております。募金の時期に改めて紹介
させていただきます！ 

 
赤い羽根募金 

（10 月 1 日～12 月 31 日） 
 

滑川町の募金依頼時期 10 月 1 日頃 

一戸あたり 400 円（目安） 

 

 
歳末たすけあい募金 

（12 月 1 日～12 月 31 日） 
 

滑川町の募金依頼時期 11 月 15 日頃 

一戸あたり 200 円（目安） 

 

共同募金の種類と 
時期について 

 

高齢の方を対象に介護予防、生きがいづくり、ひきこもり予防、地域での居場所
づくり等を目的に実施しているサロン活動にも活用させていただいています。 

〒355-0811 

   滑川町大字羽尾 2440 番地 1（コミュニティセンター内） 

   TEL 0493（５６）６３４５ 

FAX 0493（５６）６３４９ 

       http://www.namegawa-shakyo.jp 

Twitter ｱｶｳﾝﾄ ＠namegawashakyo 

 

共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心

して暮らすことができるよう、さまざまな

地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を

応援する、「じぶんの町を良くするしくみ。」 

として、取り組まれています。 

（赤い羽根共同募金ホームページより引用） 


